
…解約金は、12月25日、1月29
日に送金します。
…個人で臨時積立をする場合は、
毎月18日までに当組合へ着金す
る必要があります。
　…18日に送金しても、当日着金とな
らない場合がありますので、余裕
をもっての振込みをお願いします。
　なお、振込手数料は、振込人が
ご負担ください。
…所属所における提出期限は、共
済事務担当課へお問い合わせく
ださい。

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

貯金払戻（解約）・
臨時積立等スケジュール
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:「貯金払戻（解約）請求書」共済提出期限

：払戻送金日

：各申込書共済提出期限
  「貯金加入申込書及び印鑑届」
  「積立変更・中断・復活申込書」
  「臨時積立申込書」  等：臨時積立振込期限

1月12月

移動の保険「UGOKU」 販売終了のお知らせ
　損害保険ジャパン株式会社の保険商品である、移動の保険「UGOKU」は、損害率（保険料に対す
る保険金の割合）が恒常的に高い状況が続いており、皆さまに満足いただける保険料水準での商品提
供が困難となったため、販売を終了することとなりました。
　このため、当組合においても、移動の保険「UGOKU」について、新規契約は令和 8 年 1 月 1日、
継続契約は令和 8 年 4 月 1日から加入できなくなりますのでお知らせいたします。
　なお、加入中の組合員へは、損害保険ジャパン株式会社より代替保険のご案内があります。

● 保険始期日別の加入可否について

保険始期日（契約が開始する日）
加入区分

新規契約※１ 継続契約※２

令和7年12月31日まで 〇
〇

令和8年1月1日から3月31日まで
×

令和8年4月1日以降 ×

※１　…前契約の満期日を保険始期日として継続する契約を除くすべての契約
※２　前契約の満期日を保険始期日として継続する契約

● 今後の案内スケジュールについて

引 受 会 社：損害保険ジャパン株式会社　栃木支店　法人支社　☎ 050-3788-0146（平日9時～17時）
取扱代理店：…株式会社栃木共済サービス　☎ 028-688-8711（平日9時～17時）

宇都宮市大通り2-3-1井門宇都宮ビル

10 月：販売終了のご案内ハガキの発送
11 月：販売終了の臨時メールの発信

令和 7 年 1 月～：新規契約の販売終了
　2 月：自動更新停止案内メールの発信
　3 月：自動更新停止案内メールの発信
4 月～：継続契約の販売終了

令和 8 年
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